（様式18）その１
北　　第　　号
　　　　　　年　　月　　日
北海道知事　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長

建築士に係る違反建築物の設計者・工事監理者の通知について

　標記について、建築基準法第9条の3の規定に基づき、下記のとおり違反建築物に関与した設計者・工事監理者を通知します。
記
	１　設計者・工事監理者
	設　  計　  者
	(  )級建築士　　　(　  　　)登録　　(　 )第　　 　   　号
(  )級建築士事務所(      　)知事登録(   )第　　  　　　号
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　電話    　　 (   　 )

	
	工 事 監 理 者
	(  )級建築士　　　(　  　　)登録　　(　 )第　　 　   　号
(  )級建築士事務所(      　)知事登録(   )第　　  　　　号
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　電話    　　 (   　 )

	２　建 　築 　物 　又 　は　 工　 作 　物 　の 　概 　要
	建　　築　　主
	住所
氏名　　　　　　　　　　　　　電話     　　(    　)

	
	確 認 申 請 の
代　　理　　者
	(  )級建築士　　　(　  　　)登録　　(　 )第　　 　   　号
(  )級建築士事務所(      　)知事登録(   )第　　  　　　号
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　電話    　　 (   　 )

	
	工 事 請 負 人
	建設業の許可　　　　大臣許可（　　-　　）第　　　　　　号
　　　　　　　　　　知事許可（  　-  　）第　　　　　　号
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　電話     　　(    　)

	
	敷地
 の
位置
	地名地番
	

	
	
	用途地域
	
	その他の区域
地域地区、街区
	

	
	
	防火地域
	防火・準防火・指定なし
	
	

	
	主　要　用　途
	
	工事種別・構造
及び階数
	

	
	敷　地　面　積
	　　　　㎡（　　 　㎡）
	
	

	
	建　築　面　積
	　　　　㎡（　　　 ㎡）
	着 工 年 月 日
	　　年　　月　　日

	
	延　べ　面　積
	　　　　㎡（　　 　㎡）
	完 了 年 月 日
	　　年　　月　　日

	
	建　築　確　認
	年　　月　　日
第　　　　　　号
	工 事 進 捗 率
	約　　　　％
(法第9条第　項命令時)

	
	違　　反　　内　　容
	法　律・条　例

	
	
	



	３　設　計　者　・　工　事　監　理　者　に　係　る　違　反　事　実　の　概　要
	(1)
	内　　　　　容
	設　　　計
	工 事 監 理
	備　　考

	
	業務の依頼、実施等
	①確認申請上の依頼

②実際の依頼

③実施
	有　・　無

有　・　無

有　・　無
	有　・　無

有　・　無

有　・　無
	

	
	(2)
	依頼主名及び依頼を受けた経過

	
	(3)
	事　実　行　為
	建築士法上の関係条文

	
	違　反　行　為　の　内　容
	①設計に対して
	

	
	
	②工事監理に対して
	

	
	(4)
	上記(1)～(3)の記入の基礎とした事情聴取等

	
	○本人に対する事情聴取


○建築主に対する事情聴取


○工事施工者に対する事情聴取



	４　命　令　等　の　措　置
	


その2
その3
	５　命　令　を　す　る　ま　で　の　経　過　及　び　命　令　後　に　特　定　行　政　庁　の　と　っ　た　措　置
	処 理 の 経 過
	（　命　　令　　前　）

	
	年　　月　　日
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	処 理 の 経 過
	（　命　　令　　後　）

	
	年　　月　　日
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




その4
	６　特　定　行　政　庁　の　意　見
	

	７　そ　の　他　参　考　と　な　る　事　項
	

	８　連 絡 先
	〒


電話     　　(    　)     　　　　　　　作成者名


（注意）１．本通知書には、次の書類を添付すること。
　　　　　①　命令書、勧告書、告発書等の写し
　　　　　②　命令に係る建築物等の確認通知書(写し)、配置図、平面図及び立面図等
　　　　　③　命令に係る建築物等の違反状況及び現況のわかる図面等
　　　　　④　設計者等の所属する建築士事務所の登録関係書類の写し（都道府県経由時に追加）
　　　　　⑤　その他当該設計者等の事情聴取記録、建築基準法第12条第3項によって求めた報告書、始末書等の写しもあれば添付すること。
　　　　２．「６ 特定行政庁の意見欄」には、当該設計者等が関与した他の違反行為の有無、是正指導に対する協力度合等の参考となる事実も記入すること。
　　※　建設業法の通知もこの様式に準じる。
